
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  災害見舞金 

Ｑ：四川大地震のニュースが連日報じられ

ていましたが、取引先に災害見舞金を出した

場合は、どのように取り扱われるのですか？  

 

Ａ：交際費等には該当せず、損金扱いする

ことができます。 

【解説】 

法人が、被災前の取引関係を維持、回復す

ることを目的として災害発生後相当の期間内

にその取引先に対して行なった災害見舞金の

支出又は事業用資産の供与もしくは役務の提

供のために要した費用は、交際費等に該当し

ないこととされています。(この場合の事業用

資産には、その法人が製造した製品及び他の

者から購入した物品で、その取引先の事業の

用に供されるもののほか、その取引先の福利

厚生の一環として被災した従業員等に供与さ

れるものを含みます) 

したがって、一般管理費として損金の額に

算入することが認められます。 

なお、自社の製品等を取り扱う小売業者等

に対して災害により滅失又は損壊した商品と

同種の商品を交換又は無償で補てんした場合

も同様の取扱いがされます。 

ただし、この場合には、得意先においてそ

の受領した災害見舞金や事業用資産の価額に

相当する金額を益金の額に算入しなければな

りませんので注意してください(ただし、受領

後直ちに福利厚生の一環として被災した従業

員等に供与する物品や使用可能期間が１年未

満のもの、取得価額が10万円未満のものにつ

いてはこの限りではありません)。 
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